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「「「「プロポジションプロポジションプロポジションプロポジションⅡ～佐賀からの提案～」Ⅱ～佐賀からの提案～」Ⅱ～佐賀からの提案～」Ⅱ～佐賀からの提案～」（要約版）（要約版）（要約版）（要約版）    
 
 
 
 
（１）佐賀県が考える３兆円改革の視点（１）佐賀県が考える３兆円改革の視点（１）佐賀県が考える３兆円改革の視点（１）佐賀県が考える３兆円改革の視点    

①地方の自由度を高め、県民満足度が向上する改革 
②国と地方の役割分担を明確にした改革 
③施策単位での一般財源化 
④事業量の縮減・補助率カットは反対 
⑤権限移譲を伴う一般財源化が原則 

 
（２）３兆円改革案（２）３兆円改革案（２）３兆円改革案（２）３兆円改革案    
 ＊昨年のプロポジション（５兆円改革案）との違い 
  ○公共事業は税源移譲に対する国・地方の見解の不一致があるので保留 
                           （約 3.2 兆円除外） 

○市町村直接補助も改革対象に追加（1.2兆円追加） 
   

 総額 17､18年度 
改革対象 
   Ａ 

一般財源化すべき 
主な国庫補助負担金 

15､16年
度一財化  

Ｂ 

 
C＝ 
Ａ＋Ｂ 

社会保障 11.7 兆円 2.32.32.32.3 兆円兆円兆円兆円    
（（（（1.11.11.11.1 兆円）兆円）兆円）兆円）

介護給付費負担金 
社会福祉施設整備費補助金 
在宅福祉事業費補助金 
児童保護費等負担金 

0.3 兆円 
 
 
 

2.6 兆円

文教科学 2.9 兆円 0.30.30.30.3 兆円兆円兆円兆円    
(0.3(0.3(0.3(0.3 兆円兆円兆円兆円))))

私学高等学校等経常費補助金

公立学校等施設整備費補助金

0.2 兆円 
 

0.5 兆円

公共事業 4.8 兆円  【0.5兆円】 【0.5兆円】

その他 1.0 兆円 0.40.40.40.4 兆円兆円兆円兆円    
(0.4(0.4(0.4(0.4 兆円兆円兆円兆円))))

協同農業普及事業交付金 
小規模企業等活性化補助金 

 
 

0.4 兆円

合計 20.4 兆円 3.03.03.03.0 兆円兆円兆円兆円    
(1.8(1.8(1.8(1.8 兆円兆円兆円兆円))))

  3.5 兆円
【4.0兆円】

（注１）Ａ欄の（ ）は、「プロポジション 10･16」での提案分（内数） 
（注２）Ｂ欄の【 】は、一般財源化されず単に廃止された公共事業関係補助金約 0.5

兆円分を表示。Ｃ欄の【 】は、その 0.5 兆円分を含めると、18 年度までに 4 兆
円の補助金削減が達成されることを表示 

国庫補助負担金の国庫補助負担金の国庫補助負担金の国庫補助負担金の改革改革改革改革     
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○15､16 年度に一般財源化された補助金 ０．５兆円 
○17､18 年度に一般財源化すべき補助金 ３．０兆円 

          合計         ３．５兆円 
                        ↓ 
     義務義務義務義務 10101010 割、奨励割、奨励割、奨励割、奨励 8888 割で試算すると、税源移譲は３．２５兆円割で試算すると、税源移譲は３．２５兆円割で試算すると、税源移譲は３．２５兆円割で試算すると、税源移譲は３．２５兆円    

    ＝基本方針＝基本方針＝基本方針＝基本方針 2004200420042004 の目標「概ね３兆円規模」を達成の目標「概ね３兆円規模」を達成の目標「概ね３兆円規模」を達成の目標「概ね３兆円規模」を達成    

 
 
 
    
（１）個人住民税比例税率化による税源移譲（１）個人住民税比例税率化による税源移譲（１）個人住民税比例税率化による税源移譲（１）個人住民税比例税率化による税源移譲     
   基本方針 2004：「概ね 3 兆円規模」を「個人住民税」で移譲 

 
 【パターン１】 
   ・一般財源化すべき補助金のうち、介護給付費負担金は全額県へ一般財源化 
   ・住民税１０％比例税率化は、都道府県４％、市町村６％ 

                          （単位：億円） 
 補助金  

削減額Ａ 
税源移譲額

Ｂ
差し引き 

C=A-B
基準財政需
要額の付替D 

不足額 
C+D 

県 △１２７   １００ △２７ △４６ △７３

市町村 △１００ ６３ △３７ ＋４６ ＋９

計 △２２７ １６３ △６４  △６４

 
 【パターン２】 
   ・一般財源化すべき補助金のうち、介護給付費負担金は県と市町村へ１／２ずつ

一般財源化 
   ・住民税１０％比例税率化は、都道府県３％、市町村７％ 

                          （単位：億円） 
 補助金 

削減額Ａ 
税源移譲額

Ｂ
差し引き 

C=A-B
基準財政需
要額の付替D 

不足額 
C+D 

県 △７８ ４８ △３０ △４６ △７６

市町村 △１４９ １１５ △３４ ＋４６ ＋１２

計 △２２７ １６３ △６４  △６４

  ＊「基準財政需要額の付替」とは、これまで市町村が実施していた国庫補助事業に
対する県義務負担分については交付税措置（基準財政需要額に計上）されていた
ため、一般財源化に伴い、県義務負担分も含めて市町村の基準財政需要額に計上
することである。 

税源移譲を含む税源配分の見直し税源移譲を含む税源配分の見直し税源移譲を含む税源配分の見直し税源移譲を含む税源配分の見直し   
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    いずれの場合によっても、本県のように税源が不足する地域では補助金削減見

合いの税源移譲額とならないことから、これまで以上に地方交付税の財源調整機
能の発揮が必要。 

 
 
（２）さらなる「歳入の自由度」をめざして（２）さらなる「歳入の自由度」をめざして（２）さらなる「歳入の自由度」をめざして（２）さらなる「歳入の自由度」をめざして     
  ①現在の地方税制の課題 
    「偏在性」：県民１人あたりの税収（税源）が都市と地方で格差「偏在性」：県民１人あたりの税収（税源）が都市と地方で格差「偏在性」：県民１人あたりの税収（税源）が都市と地方で格差「偏在性」：県民１人あたりの税収（税源）が都市と地方で格差 
       ○全税収   ２．７倍 
        個人県民税 ２．８倍  法人事業税 ７．６倍 
        地方消費税 １．９倍  法人住民税 ６．５倍 

○経済指標（県民１人あたりでの比較） 
県民所得  ２．１倍  県内総生産 ２．７倍 

         ⇒ 経済格差と税収格差に乖離が発生経済格差と税収格差に乖離が発生経済格差と税収格差に乖離が発生経済格差と税収格差に乖離が発生 
「不安定性」：法人関係税は、景気に左右されやすい「不安定性」：法人関係税は、景気に左右されやすい「不安定性」：法人関係税は、景気に左右されやすい「不安定性」：法人関係税は、景気に左右されやすい     

 
  ②基本的な考え方：「偏在性の少ない、安定的な地方税制」 
 
  ③「個人住民税３兆円移譲後の」具体的な改革案 
   （補助金改革に伴う税源移譲）（補助金改革に伴う税源移譲）（補助金改革に伴う税源移譲）（補助金改革に伴う税源移譲）     

平成１９年度以降の改革：地方消費税による移譲平成１９年度以降の改革：地方消費税による移譲平成１９年度以降の改革：地方消費税による移譲平成１９年度以降の改革：地方消費税による移譲     
 
（国税と地方税の交換）（国税と地方税の交換）（国税と地方税の交換）（国税と地方税の交換）     
  偏在性の高い税目を国税化、偏在性の低い税目を地方税化 

⇒ 法人住民税法人税割（地方税）と消費税（国税）を同額交換 
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（１）国と地方の協議の制度化（１）国と地方の協議の制度化（１）国と地方の協議の制度化（１）国と地方の協議の制度化     

①現在の課題 
  ○地方財政計画は、財務省と総務省の協議で作成、地方は関与できない 

 ⇒ 昨年のような突如大幅削減 
いわゆる「乖離」「逆乖離」問題を惹起 
 地方財政計画 決算 計画－決算 
一般行政経費 ２０．０兆円 ２７．６兆円 △７．６兆円

投資的経費（単独） １７．４兆円 １１．４兆円 ＋６．０兆円

      ・投資的経費（単独）の６兆円乖離の是正のため、交付税を削減投資的経費（単独）の６兆円乖離の是正のため、交付税を削減投資的経費（単独）の６兆円乖離の是正のため、交付税を削減投資的経費（単独）の６兆円乖離の是正のため、交付税を削減 
      ・逆に、一般行政経費の７．６兆円逆乖離は、是正されず逆に、一般行政経費の７．６兆円逆乖離は、是正されず逆に、一般行政経費の７．６兆円逆乖離は、是正されず逆に、一般行政経費の７．６兆円逆乖離は、是正されず 
 
   ○ 地方財政計画は、法令等により実施すべき行政サービスをはじめ、地方が実

施主体として行う行政サービスの水準を、政府（中央政府＋地方政府）として
国民に対して保障する仕組み 

    ⇒ 見直しのポイントは「幾ら削減するか」ではなく「あるべき行政サービス見直しのポイントは「幾ら削減するか」ではなく「あるべき行政サービス見直しのポイントは「幾ら削減するか」ではなく「あるべき行政サービス見直しのポイントは「幾ら削減するか」ではなく「あるべき行政サービス

の水準はどの水準か」ということの水準はどの水準か」ということの水準はどの水準か」ということの水準はどの水準か」ということ 
 
  ②改革案：地方財政計画の作成に際して、国と地方の協議を制度化地方財政計画の作成に際して、国と地方の協議を制度化地方財政計画の作成に際して、国と地方の協議を制度化地方財政計画の作成に際して、国と地方の協議を制度化     
 
（２）「地方交付税法第２０条の２」の活用（２）「地方交付税法第２０条の２」の活用（２）「地方交付税法第２０条の２」の活用（２）「地方交付税法第２０条の２」の活用     
  ①現在の課題 
    事業省庁：補助金がなければ、全国統一の行政水準を維持できない 
   
  ②改革案：各省大臣から都道府県知事への勧告権（交付税法第２０条の２）の活用 
 
（３）交付税原資に関する課題（３）交付税原資に関する課題（３）交付税原資に関する課題（３）交付税原資に関する課題     
  ①現在の課題 

 《交付税原資：法定５税の一部》の資金の流れ 
    国税収納金整理資金 → 一般会計 → 交付税特別会計 → 地方公共団体 

＊一旦、一般会計を経由するため、「地方の財源」という性格が希薄 
 

  ②改革案 
国税収納金整理資金 → 交付税特別会計 → 地方公共団体 
 

 

地方交付税の改革地方交付税の改革地方交付税の改革地方交付税の改革     



地方向け国庫補助負担金の全体像と平成１７年度・１８年度に改革すべき補助金等

（単位：兆円）

(注1)網掛けの補助金が改革すべき補助金(平成16年度予算ベース)
(注2)補助金名の頭の○印は、昨年の「プロポジション10･16」に追加して一般財源化を提案しているもの

老人医療

3.6

市町村国保

2.5

生活保護

1.7

介護保険

1.7

児童
保護
費
0.6

社会保障関係　11.7

負担金　11.1 補
助
金

0.5

委
託
金

0.1

○介護給付費負担金　10,903億円

　児童保護費等負担金　6,240億円

　在宅福祉事業費補助金　　　　　　1,142億円
　社会福祉施設等施設整備費補助金　1,098億円
　児童保護費等補助金　　　　　　　　742億円
　身体障害者福祉費補助金　　　　　　133億円
　精神保健対策費補助金　　　　　　　231億円

その
他

1.0

文教・科学振興
2.9

負担金　2.6

義務教育
国庫負担金

2.5

補
助
金

0.3

　私立高校等経常費助成費補助金　972億円
○公立学校等施設整備費負担金　　726億円
　公立学校等施設整備費補助金　　622億円

公共事業関係
　4.8

負担金　3.1 補助金 1.7

その他
　1.0

補助金

0.8

　協同農業普及事業交付金　　234億円
　小規模企業等活性化補助金　226億円
○消防防災設備整備費補助金　113億円
　農業関係補助金　　　　　1,123億円
　林業・水産業関係補助金　　230億円
　公営住宅家賃対策等補助　1,365億円

20.4兆円（負担金16.8、補助金3.3、委託金0.3）

　身体障害者保護費負担金  1,046億円
○養護老人ホーム等保護費負担金 567億円
　保健事業費等負担金　 　 　304億円

社会保障関係負担金
　　約1.94兆円

社会保障関係補助金
約0.38兆円

文教関係
0.27兆円

産業振興関係など
0.43兆円程度

3.02兆円程度を平成17年度･18年度に改革

　児童扶養手当給付費負担金3,013億円
　原爆被爆者手当交付金　　1,028億円

　同財政調整交付金　 2,726億円
　介護納付費負担金　 2,495億円

　史跡等購入費補助金　　　　　　153億円

　医療施設運営費等補助金　　　　　　187億円

　電源立地地域対策交付金　1,124億円
　都道府県警察費補助金　　　303億円
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